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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（引用発明が（医薬）用途発明と認められるためには、当業者が、対象用途における実施可能性を理解、認識できる必要があり、予備的な
試験で参考程度のデータで有望な結果が得られているといったレベルでは足りないとした事例。⇒新規性・進歩性〇）［上］（全２回）

−知財高判令和５年（行ケ）第10093号、第10094号【運動障害治療剤事件】＜宮坂裁判長＞、令和７年２月13日判決言渡−

【本判決の要旨、若干の考察】

１．特許請求の範囲、発明の詳細な説明及び図面（ＪＰ4734471／侵害が認められた特許）
（１）請求項１

（Ｅ）－８－（３，４－ジメトキシスチリル）－１，３－ジエチル－７－メチルキサンチンを含有す
る薬剤であって、前記薬剤は、パーキンソン病のヒト患者であって、Ｌ－ドーパ療法において、ウェ
アリング・オフ現象および／またはオン・オフ変動を示すに至った段階の患者を対象とし、前記薬
剤は、前記Ｌ－ドーパ療法におけるウェアリング・オフ現象および／またはオン・オフ変動のオフ
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